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習志野市選挙管理委員会議事録 

 

 

令和２年度第７回定例選挙管理委員会 

 

〇開催日 

 令和２年１０月２１日（水）午前９時～午前９時４５分 

〇場所 

 市役所４階会議室 

〇委員 

 ４名中「出席４名」「欠席０名」 

役職 氏名 出欠 備考 

委員長 金 子 光 雄 出席  

委員長職務代理者 田 畑 富三夫 出席 議事録署名 

委員 中 野   隆 出席  

委員 染 谷 雅 美 出席  

〇付議事項と審議結果 

 上程６件中「承認６件」「不承認０件」「審議未了０件」 

付議事項 審議結果 

議案第１５号 

選挙人名簿から抹消することについて 
承認 

議案第１６号 

在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 
承認 

議案第１７号 

在外選挙人名簿に登録の移転をする者を定めることについて 
承認 

議案第１８号 

個人演説会等を開催できる施設の指定について 
承認 

議案第１９号 

個人演説会等を開催できる施設の指定内容の変更について 
承認 

議案第２０号 

個人演説会等を開催できる施設の指定の解除について 
承認 

 

 

報告事項 

報告第１３号 

在外選挙人名簿から抹消することについて 
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＜ 発 言 要 旨 ＞ 

【委員長】 

只今より、令和２年度第７回定例選挙管理委員会を開会します。 

会議録署名委員は、選挙管理委員会規程第１０条の規定により、田畑委員を指

名します。 

 本日の議題は、選挙人名簿から抹消することについて他５件であります。また、専

決処分の報告が１件ございます。 

まず、専決処分の報告から行います。 

報告第１３号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 報告第１３号について事務局長より説明する。 

 

【委員長】 

只今の事務局説明について、質疑ありますか。 

（「なし」と言う声あり。） 

質疑なしと認めます。 

 

次に、議案の審議に移ります。 

議案第１５号から第１７号は、選挙人名簿の調製に関するものです。 

一括して事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 議案１５号から議案１７号について事務局長より説明する。 

（抹消選挙人名簿、登録在外選挙人名簿、登録移転在外選挙人名簿、抹消在外選

挙人名簿を回付して確認する。） 

 

【委員長】 

 只今の説明について、質疑ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

質疑なしと認めます。 

本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 ないようですので原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第１８号から２０号は個人演説会等を開催できる施設の指定に関する

ことです。 

一括して事務局より説明をお願いします。 
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【事務局】 

 議案１８号から議案２０号について事務局より説明する。 

 

【委員長】 

施設の指定管理者とあるが、業務委託のような形式で施設の管理を任せていると

いう認識でよいか。 

 

【事務局】 

業務委託とは契約の形式は異なるが、施設の管理・運営について指定管理者に

任せている。 

 

【田畑委員】 

個人演説会等を開催できる施設の指定が変わり候補者には伝えないのか。 

 

【事務局】 

告示にて報告を行っている。 

なお、実際に候補者が個人演説会を行いたい場合には、候補者から直接施設に

連絡し、使用可能な日時等を確認される場合がほとんどである。その後、候補者か

ら個人演説会を行いたい旨の申し出があったことについては施設から事務局にも確

認の連絡が入るため、その都度対応している状況。 

 

【田畑委員】 

個人演説会１回の時間の制限はあるか。 

 

【事務局】 

 １回５時間までとなっている。 

また、１回目の使用については公費負担（立候補者の負担なし）で使用可能。２回

目以降は自己負担となる。 

 

【田畑委員】 

国会議員や県会議員も利用できるか。 

 

【事務局】 

利用は可能である。 

地元選出の議員から申し出がある場合もある。 

【委員長】 

個人演説会を行う場合の周知等は完全に候補者で行うのか。 
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【事務局】 

お見込みのとおりである。 

候補者本人、後援会等で行っているものと思われる。 

 

【委員長】 

 他に、質疑ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

質疑なしと認めます。 

本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 ないようですので原案のとおり決定します。 

その他、事務局より何かあればお願いします。 

 

【事務局】 

その他として、１点、報告させていただきます。 

習志野市議会第２回定例会について を報告させていただきます。 

本定例会におきましては、平川議員から一般質問がありました。 

内容は、前回６月議会において、高松市、仙台市、甲賀市の開票における不適切

な処理内容を聞かれて答弁したところですが、今回は、各市職員の刑罰や市役所内

での処分の内容について聞かれたものです。 

回答にあたりましては、３市に内容を確認し回答いたしました。 

 

事務局からは以上です。 

 

【田畑委員】 

再質問は出たか。 

 

【事務局】 

 再質問は出ていない。 

 また、今回の議会はコロナ禍での開催となり質問時間を１人６０分として行われて

いた。 

 

【委員長】 

他に何かありませんか。 

（「なし」と言う声あり。） 

以上をもちまして、第７回定例会を閉会します。 

 

 

 

 


